
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

計画改訂の視点 
 

 

計画の課題 
 

 
社会動向や法制度の変化から見た課題 

  少子高齢化社会への対応 
  広 域 的 な観 光 ・ レ ク リ エ ー ショ ン ニ ー ズ へ の 対 応 
  多様なレクリエーションニーズへの対応 
  市民参加の促進 
  財政逼迫による「量」から「質」への転換 
  緑地保全・緑化の推進 
  生物多様性の保全 
  環境負荷の低減 
  防災性の向上 
  地域の個性ある緑の景観形成 

＜時代の変化に対応し、緑の有する多面的な機能を引き出します＞ 
○ 景観計画、環境基本計画と整合を図りながら緑と水の量を守り、質を高めていきます。 
○ 生物多様性を保全し、人と生き物の共生を図ります。 

＜平塚市の緑と水が有する広域的な位置づけを守り、高めます＞ 
○ 緑と水の骨格を守っていきます。 
○ 広域的な利用拠点を形成していきます。 

上位関連計画から見た課題 

  人と 自然 が調 和し たや すら ぎの ある まち の実 現 
  平塚の顔づくり施策や地域別のまちづくり方針
との連携 

  景観要素の保全と景観重点区域の景観づくり 
  水辺、里山、農地の保全・再生と緑のネットワー
ク形成 

＜市民が身近な緑や水に関わる機会やしくみをさらに充実します＞ 
○ 地域の保全活動を広げていきます。 
○ 緑と水の魅力を享受できる場の形成や機会の創出を進めていきます。 
○ 多様なテーマと地域で市民との協働のしくみを拡充していきます。 

基本理念・基本方針 
 平塚市緑の基本計画は、湘南の海、相模川や金目川、丘陵、田園などの平塚市の緑と水の
基盤を保全すると共に、都市部の緑を育て、生物多様性の保全と、市民が豊かな緑と水の恵
みを享受できるような環境の形成をめざすものです。 

このため、社会情勢や法制度の変化、広域的な視野からみた平塚市の緑と水の位置づけ、
地域ごとの特性や課題を総合的に把握した上で、平塚市緑の基本計画の基本理念を次のよう
に定めます。 

多様な緑と水を活かし、人と生き物が共生する文化を育むまちづくりの推進 

また、基本理念を踏まえ、4 つの緑と水の基本方針を設定します。 

方針１：広域的な環境を支える緑と水を守り、創り、育てます 
方針２：人と生き物の共生を支える緑と水のネットワークを広げます 
方針３：平塚らしい多様な緑と水の姿を守り、創り、継承します 
方針４：市民・企業とともに緑と水を守り、創り、育てるしくみを築きます 

将来構造・目標 
 
 
 

 

 

 

■将来構造図 

リーディングプロジェクト 

「緑と水のまちづくりモデル地区プロジェクト」の実施 

エリア別計画 
○ まちエリア（海辺ゾーン、市街地中央ゾーン、

市街地外縁ゾーン） 
○ 里山エリア 
○ 田園エリア 

平塚市緑の基本計画（改訂）概要 

○都市公園等の市民 1 人当たりの面積（㎡） 

 都市公園（㎡） 都市公園等（㎡） 
Ｈ20年度末 5.0 8.1 

Ｈ41年度末 8.6 12.5 
 
○緑地の面積 

 面積（ha） 割合（％） 
Ｈ20年度末 1,900.47 28.0 

Ｈ41年度末 2,015.76 29.7 
 
○緑被率 

 市街化区域（％） 市街化調整区域（％） 
Ｈ20年度末 16.7 69.4 

Ｈ41年度末 向上 維持 

将来構造
の方針 

広域的な環境を支える緑と水の骨格をつくりま
す。 

きめ細かな緑と水の配
置により質の高いネッ
トワークを形成しま
す。 

平塚らしい緑と水を活かしたまち
づくりを進めます。 
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○計画対象区域 

平塚都市計画区域：平塚市の全域

（6,788ha） 

○人口の設定 

人口：約 257,000 人 

（平成 41 年想定人口） 

施策の基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１：広域的な環境を支える緑と水を守り、

創り、育てます 

３）大磯丘陵の緑の帯の形成 
２）相模川・金目川の緑・水辺軸の形成 
１）海辺の緑・水辺軸の形成 

４）市街地を包む農地の帯の形成 

１）地域の環境を支える緑の保全・活用 
２）多彩な緑化による緑のまちづくり 
３）身近な公園・緑地の整備 
４）エコロジカルネットワークの形成 

１）平塚らしさを引き出す緑と水のまちづくり 
２）拠点的公園・緑地の整備 
３）歴史・文化を伝える緑と水の保全・活用 

１）意識啓発 
２）人材育成 
３）支援制度・体制 

方針２：人と生き物の共生を支える緑と水の 

ネットワークを広げます 

方針３：平塚らしい多様な緑と水の姿を守り、

創り、継承します 

方針４：市民・企業とともに緑と水を守り、 

創り、育てるしくみを築きます 

緑地配置・公園配置の方針 

 環境保全 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

防 災   景 観 

 

 

総合的な緑地配置方針 

○ 公園の整備拡大 

○ 魅力あ る公 園の

整備と 機能 の更

新 

計画改訂の趣旨 
社会状況の変化を踏まえ、恵まれた自然環境と市街地の緑について、総合的かつ計画的な

保全、整備、創出を進め、緑が有する多面的機能の向上と充実を図り、さらに、本市の特性

である多様な水辺は様々な生き物の生息地として、また、市民が身近に自然とふれあえる空

間として一層の保全・活用が期待されることから、緑と水を一体的に捉えた計画として緑の

基本計画を改訂します。 

広域的な位置づけから見た課題 

  広域的な緑と水の軸の保全 
  広域的な拠点の形成・機能向上 

地域から見た課題 

  守るべき緑：地域の特徴的な緑の保全 
  創出すべき緑：民有地の緑化、風の通り道となる

道路の緑化 
  緑と水の拠点：地域特性を活かした多様な拠点の

形成 
  ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ：水辺、里山、まちを結ぶネット

ワークの形成 
  生物多様性：まとまりある緑の保全とネットワー

ク形成、多様な緑 
  景観・歴史文化：平 塚 ら し い 資 源 の 保 全 ・ 活 用 
  防災：避 難 路 や 開 設 済 公 園 の 防 災 機 能 の 向 上 、 雨 水

地 下 浸 透 ・ 保 水 な ど 金 目 川 流 域 の 洪 水 防 止 
  協働：地域別・テーマ別の活動促進 


